
地方自治体においては、地方分権改革によるその役割や自律性の拡大に伴い、住民と直接
向き合いながら地域の課題に主体的に取り組み、実効ある施策や措置を講じることが求めら
れるようになっている。また、規制改革の進展や行政事件訴訟における非申請型義務付け訴
訟の明定などを背景として、行政権限の適時適切な行使への要請が強まるものと見込まれる。
一方で、行政上の義務の民事的執行を否定した最高裁判決（平成１４年・宝塚市パチンコ条
例事件）など、行政の実効性を確保する上での課題や限界も指摘されているところである。

このような状況を踏まえ、本検討会は、地方自治体における行政の実効性確保に関して、
改革の方向性について検討し、地方自治の一層の推進に資することを目的とする。

地方分権の進展に対応した行政の実効性確保のあり方に関する検討会について

平成２４年６月～平成２５年３月の間に１０回開催
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